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次期亀岡市行財政改革大綱の策定に関する答申書について 
 
 
 平成３１年２月２５日付け、３０企第１０５８号で次期亀岡市行財政改革大綱の

策定ついて諮問を受け、亀岡市行政改革推進委員会条例第２条の規定に基づき、本

委員会で慎重に審議した結果を取りまとめましたので、別紙のとおり答申いたしま

す。 
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次期亀岡市行財政改革大綱の策定に関する答申書 

 
 
１ 検討経過及び基本的な方向性 

  
（１）検討経過 

平成３１年２月に亀岡市長から次期亀岡市行財政改革大綱の策定について諮

問を受け、次期行財政改革大綱に関する審議を積極的に進めてきた。 
これまでの行財政改革における取組課題を受けて、より実効性のあるものと

するために議論を積み重ね、目標や行財政改革の方向性となる柱等、それぞれ

の項目について具体的に検討を行った。 
 
 
（２）基本的な方向性 

 市では、昭和６０年に亀岡市行政改革大綱を策定し、行財政改革の取り組み

を進めてきた。これまで実施してきた行財政改革は、経費の削減や事務事業の

見直し、民間委託といった、主に行政の簡素化・合理化を目指した行政改革で

あるが、近年では、少子高齢化による行政の役割の変化と財源不足の中での行

政運営や行財政を安定的に運営していくための人材活用が行財政改革の主な内

容に変わってきた。 

 そのような中、当委員会では行財政改革の取り組みの視点として、以下の３

つが必要であると考える。 
 
①量より質 
効率的・効果的な行財政運営に向けて、これまでの量を重視した取り組みか

ら、今後は質を重視した取り組みを行う。 
 

②単独より横断的に展開 
行財政改革の取り組みは、担当課単独の取り組みとなっているが、今後は、

単独の取り組みから横断的に展開できるような取り組みへとシフトする。 
 
③行政サービスの生産性の向上 

「量より質」を重視し、「単独より横断的に展開」しながら、人や物、財源、

情報、時間などの限られた資源を有効に活用して、より多くの成果を生み出す

ことで、市民満足度の向上を図る。 
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２ 改革の目標と行財政改革における３つの柱 

 

（１）改革の目標 

 人口減少や少子高齢化による社会状況の変化が深刻な問題となっている状況

において、［ひと（人材）、もの（資産）、かね（財源）、情報、時間］等の限ら

れた行政資源を有効に活用して、より多くの成果を生み出し、質の高いサービ

スを提供するため、「社会の変化に対応した行財政運営の推進～安心して暮らせ

る亀岡市を目指して～」を改革の目標とする。 
 この目標を達成するために、以下の取り組みが必要であると考える。 
 

 

（２）行財政改革における３つの柱 

 

①質の高い行政サービスの創出  

市の人口は平成１２年をピークに減少に転じており、今後も人口減少は続く

ことが予想されている。また、平成２７年から平成３１年で、生産年齢人口は

約４，０００人減少している一方、老年人口は約２，５００人増加している。

市の老年人口は２９．１％（平成３１年４月現在）となり、超高齢社会が到来

している。 

こうした人口減少や超高齢社会等による社会構造の変化によって、市民の求

めるサービスは年々多様化、複雑化し、それとともに市に求められる役割も変

化し、高度化してきている。こうした状況に対応し、より満足度の高い行政サ

ービスを提供していくためには、サービスの質を高めるとともに創意工夫が求

められる。  

 

重点取組事項は、以下のとおりである。 

 

・市民目線に立った窓口サービスの構築 

  窓口対応など、従来から行っているサービスについては、今後さらに質の

高いサービスが提供できるよう、迅速で丁寧な対応、正確で分かりやすい説

明に努めること。  
また、窓口業務のワンストップ化や ICT（情報通信技術）を活用した施策の

推進等、新しい技術を活用した、市民目線に立った質の高い行政サービスを提

供するための取り組みを推進すること。 
 
・市民協働・公民連携による行政サービスの提供 

  市民の行政サービスに関する多様なニーズが高まり、これに伴い行政の役

割が拡大傾向にある中、全ての行政サービスを行政が担うには限界がある。
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市政情報の共有化や広報・広聴の充実を図り、市民が市政に主体的に参加し、

市民と行政が協働して地域の課題を解決していくことができる仕組みづくり

を推進すること。 

また、民間団体、民間事業者のノウハウを生かした公民連携によるまちづく

りの推進を図ること。 

 
②職員力の最大化 

 厳しい財政状況に伴い人件費の抑制が必要となり、職員数の制限が余儀なく

される中、市民ニーズが多様化し行政需要が高度化している状況下においては、

限られた人員でより効率的、効果的に業務を実施することが求められる。その

ためには、職員の能力を発揮できる組織体制の構築や職場の環境づくりが必要

である。 

 

重点取組事項は、以下のとおりである。 

 

・分野横断的な組織体制の構築 

  多様化、高度化する行政課題を解決していくために、単一の部署による対

応だけでなく、複数の部署が連携して取り組むこと。そのために、課題に柔

軟に対応できる簡素で機能的な組織・機構づくりに努めること。 

また、プロジェクトチームやワーキンググループを設置する等、組織間の連

携や職員相互の情報共有を図り、分野横断的な視点から行政施策を推進する庁

内体制を構築すること。 

 

・一人ひとりが能力を発揮できる職場環境づくり 

職員一人ひとりがやりがいと誇りを持って職務に取り組むことができる職

場環境づくりのために、職員研修の充実やワーク・ライフ・バランスの推進に

より、職員個人のモチベーションや仕事の充実感を高めるような仕組みを構築

すること。 

また、今後、限られた人員で多様化する市民ニーズに対応するために、RPA

（ロボティックプロセスオートメーション）や ICT（情報通信技術）を活用し

ながら職員の業務能率を高めること。 

 

③財政基盤の安定化  

少子高齢化の進行に伴う人口減少社会が到来し、今後も厳しい財政状況が続

くことが予想される中、将来にわたって安定した行政サービスを提供すること

が求められる。 
市の財政の弾力性を示す経常収支比率は、行財政改革大綱の取り組み等によ

り、経費の削減に努めているものの、扶助費や特別会計・企業会計への繰出金
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等の増加により、９５％から９７％台で推移しており、依然として高い水準に

ある。 
引き続き、限りある財源を安定的・効率的に活用していくとともに、健全な

財政を確保していくため、その目安となる財政指標を検証し、計画的な財政運

営を行う必要がある。 
 
重点取組事項は、以下のとおりである。 

  
・経常的経費の見直し 

  物件費、補助金、繰出金等の経常的経費の抑制を図っているものの、少子

高齢化の進展に伴う社会保障費の増大により、今後、扶助費を始めとする義

務的経費の増加が予測される。 

厳しい財政状況においては、扶助費が増加する中でも、最少の経費で最大の

効果を挙げるため、さらに経常的経費の抑制に取り組むこと。 

 
・受益と負担の見直し 

手数料や各種料金の受益と負担の公平性を確保するため、行政サービスの

質・量とそれに要するコスト、適正な負担の程度を検証し、受益者負担につい

て考えること。 
また、ふるさと納税やその他の税外収入の拡大等、更なる財源確保のために

取り組むこと。 
 

 

３ 答申にあたって 

 

今回の答申にあたっては、これまでの行財政改革の取り組みを踏まえるとと

もに、これからの亀岡市が進むべき方向を見据えて策定した。 

 今後、この答申に沿って「亀岡市行財政改革大綱」を策定し、その実現に向

け、事業を実施・点検しながら取り組まれることを期待する。 

また、行財政改革の取り組みが実効性のあるものとするために、積極的に改

革に取り組んでいただきたい。 

 

 


